
７ 保育所(園)・認定こども園・幼稚園・小学校  

保育所(園)  教育委員会こども教育課   ９４－０１０１ 

保育所 (園)は、就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する

施設です。申請により、保育の必要性の認定を受けて入所することができます。  

＜保育の必要性の事由＞  

 同居親族の全員が次の事由のうちいずれかに該当する場合です。  

 □就労      □疾病・負傷・心身障害など   □求職活動・起業準備  

 □妊娠、出産   □病人介護・看護        □就学  

 □育児休業(兄姉の継続利用 )  □災害復旧    □虐待・ＤＶのおそれ  

 □その他(教育委員会が認めた場合 )   

 

認定こども園  教育委員会こども教育課   ９４－０１０１ 

 幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。

申請により、教育または保育の必要性の認定を受けて入園することができます。  

＜保育の必要性の事由＞は、保育所 (園)と同じです。  

幼稚園  教育委員会こども教育課   ９４－０１０１ 

 小学校以降の教育の基礎をつくるための教育を行う学校です。申請により、教育

の必要性の認定を受けて入園することができます。  

幼稚園に入園申し込みができる児童は、香美町にお住まいで住民登録のある方で

す。規則により、通園区域が指定されています。  

 

小学校  教育委員会こども教育課   94－010１ 

お子さんが小学校に入学する年の児童の保護者に、入学する年の１月末日までに

教育委員会から入学通知書を郵送します。  

 新しく小学校に入学されるときは、前年の９月に就学時健康診断の案内をおくり

ます。就学時健康診断は、指定された期日・場所で受診をしてください。   

※入学通知書及び就学時健康診断の通知書が届かない場合はお問い合わせください。 

 

一時保育  教育委員会こども教育課   ９４－０１０１ 

保護者の傷病など緊急または、一時的に保育を必要とする場合は、保育所（園）、

認定こども園で一時的にお子さんをお預かりします。詳しくは各園にお問い合わせ

ください。  

●利用時間：各保育所 (園)に準じます。      

●利 用 料(町外の方は、利用料別料金 )：一日 3,000 円  

半日(給食あり)2,000 円  

半日(給食なし)1,500 円  

－  １７  －  



 

乳児等通園支援事業「こども誰でも通園制度」  

教育委員会こども教育課  ９４－０１０１  

 

全てのこどもの育ちを応援し、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形

での支援を強化するため、保護者の就労の有無を問わず、月 10 時間までの利用可

能枠の中に時間単位で利用できる新たな通園制度「こども誰でも通園制度」が全国

で始まりました。  

●利用料    お子様一人 1 時間あたり 300 円（1 時間以上 30 分につき 150 円） 

（注）生活困窮家庭等には負担軽減制度があります。  

 

●町内実施施設  

施設名  利用可能年齢  受入可能時間  その他  

町立小代認定こども園  

☏0796-97-2039 

満 1 歳を迎えた年の

翌年度～満 3 歳未満  
9 時～16 時  

給食・おやつ等飲

食物の提供なし  

町立柴山保育所  

☏0796-37-0352 

生後 12 ヵ月～満 3

歳未満  
9 時～16 時  

給食・おやつ等飲

食物の提供なし  

 

 

病児保育  教育委員会こども教育課   ９４－０１０１ 

病気のため、小学校・幼稚園・保育所などでの集団生活が困難なお子さんを、一

時的にお預かりします。詳しくはこども教育課にお問い合わせください。  

●電話受付：７時３０分～１６時００分（専用ダイヤル  080-8709-0130
お ひ さ ま

）  

●日 時：月～金曜日  ８時～１６時 

●場 所：香住病院 医師官舎住宅７号 病児保育室「おひさま」（香住区若松５４４－１） 

●利用料（町外の方は、利用料別料金）：一日 2,000 円           

半日 1,000 円  

 

幼稚園預かり保育  教育委員会こども教育課   ９４－０１０１ 

香住幼稚園において、在園児を対象とした「預かり保育事業」を実施します。教

育時間終了後などに、保護者が就労している等により家庭での保育が困難な場合に

利用できます。詳しくは、香住幼稚園またはこども教育課にお問い合わせください。  
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新規  



教育・保育施設・小学校 教育委員会こども教育課  94－010１ 

 

放課後児童クラブ  教育委員会こども教育課   94－010１ 

保護者が就労などにより、昼間自宅にいない家庭の小学生等を対象に、放課後と

学校休業日に子どもたちが安心して充実した生活を送れるよう児童をお預かりしま

す。詳しくはこども教育課にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

○保育所(園)及び認定こども園  

施設名  住所  電話番号  

柴山保育所  香住区上計 2-4 37－0352 

みなと保育園  香住区一日市 15６-1 36－1053 

青葉保育園  香住区下浜 595 36－3135 

宝樹保育園  村岡区村岡 3030－1 80－9013 

小代認定こども園  小代区実山 68 97－2039 

 

○幼稚園  

施設名  住所  電話番号  

香住幼稚園  香住区香住 1595-9 36－0416 

村岡幼稚園  村岡区村岡 2940 94－0241 

うづか幼稚園  村岡区福岡 324 96－0968 

射添幼稚園  村岡区川会 38 ※休園  
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施設名  所在地  電話番号  

スマイルかすみ  香住区香住 1595－9(香住小学校隣接 ) 36－5466 

スマイルおくさづ  香住区下岡 507(奥佐津地区公民館内 ) ※休所  

スマイルさづ  香住区訓谷 340(旧佐津幼稚園内) 39－4311 

スマイルしばやま  香住区上計 1157－3(柴山地区公民館内 ) 37－0824 

スマイルながい  香住区大野 87(長井地区公民館内 ) 36－3011 

スマイルあまるべ  香住区余部 1568－3(余部地区公民館内 ) ※休所  

ふれあいむらおか  村岡区村岡 2937(村岡小学校内) 94－0022 

ふれあいうづか  村岡区福岡 324(兎塚小学校内) 96－0707 

ふれあいいそう  村岡区川会 38(射添小学校内 ) 95－0660 

かがやきおじろ  小代区実山 100(小代地区公民館内 ) 97－3967 

保育所 (園 )  

幼稚園  小学校  



 

○小学校  

施設名  住所  電話番号  

香住小学校  香住区香住 1595－9 36－0002 

村岡小学校  村岡区村岡 2940 94－0011 

兎塚小学校  村岡区福岡 324 96－0969 

射添小学校  村岡区川会 38 95－0004 

小代小学校  小代区実山 100 97－2004 
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